
◎対象となる方
次の①から③すべてに該当する方が対象となります。

① 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方

② 雇用保険受給資格者証等の第１面「離職理由」欄の番号が下表のいずれかに該当する方

③ ６５歳未満で離職された方

離   職   理   由

 解雇

 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり）

 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり）

 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし）

 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 正当な理由のある自己都合退職

 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２か月未満）

※雇用保険受給資格者証の見方は、裏面をご参照ください。

◎軽減額
対象となる方の前年の給与所得を30／100として保険税の算定をします。

　※国民健康保険税は前年の所得等により算定されます。

◎軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。

◎申請に必要なもの
①  国民健康保険証

②  雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

③  印鑑マイナンバーが確認できる書類（世帯主と非自発的失業者該当の方それぞれ必要になります）

④ 本人確認書類

●申請・問い合わせ先

　 　　小松島市 税務課 諸税担当　（税務課②番窓口）

　　　　　 　　小松島市横須町１番１号

　 　　　　　　電話：0885－32－3845

　　非自発的失業者に該当する方は国民健康保険税が軽減されます
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申請が必要です



 

 

※ 雇用保険受給資格者証の       内 

 

「離職理由」欄の数字をご確認ください。 


